
 

 

2022年 12月 7日 

JBN会員各位 省令準耐火 JBN仕様の活用事業者様向け 

一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会 

 

「JBN 省令準耐火構造利用講習会」開催のご案内 

 

省令準耐火構造は火災保険や地震保険の保険料が大幅に割引になるため、お客様からの要望で取り入れ

る会社が増えています。JBN仕様の省令準耐火構造は柱・梁の 4面あらわしが可能です。本仕様を利用す

るための条件や特典については下記（2枚目 FAX）に記載しておりますのでご確認ください。   

本講習会は JBN正会員専用ページで Web講習での受講も可能となっていますが、より詳しく内容を確認

したいという方はぜひご受講下さい。 

記 

●日時 2023年 3月 31日（金）14：00～17：00（13：30～受付開始） 

 

●開催方法 Zoomウェビナー 

 

●内容 ＪＢＮ省令準耐火構造仕様の詳細と利用方法について 

    （柱・梁の 4面あらわしが可能な仕様となっています） 

 

●受講資格 JBN正会員（工務店）に所属する方 

 

●受講料  ・新規受講の方 

講習会資料（設計マニュアル等）の印刷書類の郵送を希望する場合    11,000円 

               〃       のデータのメール送付を希望する場合  8,800円 

       ・再受講の方 

        〃        の印刷書類の郵送を希望する場合    3,300円 

        〃        のデータのメール送付を希望する場合    無料 

 ※全ての受講者の方には講習会資料のデータをメールで送付します。 

  設計マニュアル等の冊子を手元資料として必要な方は申込書で「郵送」にチェックしてください。 

  新規申し込みの方には、「郵送」を推奨いたします。 

 

●申込方法  

・「受講申込書」に 必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。 

・受講料については、下記の指定口座にお振込みください。 

振込先（指定口座） 三井住友銀行 日本橋東支店 普通７６２１３２７ シャ）ジェービーエヌ 

・入金確認後、「講習会資料」を郵送またはメールにてお送りし、「Zoom招待情報」はメールに

て送ります。 

 

●お問合せ先 一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会（担当島田）TEL:03-5540-6678 



 

ＪＢＮ省令準耐火構造について 

JBN仕様の省令準耐火構造は、柱・梁の 4面あらわしが可能です。 
 

（１）省令準耐火構造の住宅・・・ 

省令で定める基準に適合する住宅をいい、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる耐火性能を持つ構造  

 

【基準】 

①外壁及び軒裏が、建築基準法第２条第８号に規定する防火構造であること 

②屋根が建築基準法施行令第１３６条の２の２第１号及び第２号に掲げる技術的基準に適合するも

の（不燃材料で造り又は葺く等）であること 

③天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に１５分間以上耐える性能を有するもので

あること 

④①～③に定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること 

（２）省令準耐火構造のメリット 

①火災発生時に避難する時間を稼ぎます。 

（室内の壁・天井に１５分の耐久性能、外壁・軒裏は隣家の火災からの延焼を防ぐ３０分の防 

火構造） 

②その結果、火災保険料が大幅に安くなります。 

（建設地や保険会社にもよりますが、通常の木造軸組工法に比べておよそ４割～６割程度保険料が

安くなります。） 

③火災保険と同時に加入することが多くなった地震保険も「イ構造」扱いになり保険料が一般木 

造に比べて安くなります。 

④平成２７年２月４日に変更承認を受け、下記の内容が改訂され更に利用しやすくなりました。 

    １）平成２６年１０月１日 住宅金融支援機構改訂に準拠 

    ２）防火ＪＢＮパネル屋根仕様・防火ＪＢＮパネル床仕様が、あらたに承認されました。 

 

 

●注意事項 

①JBN仕様の省令準耐火構造を利用する場合は、JBN資格証に受講履歴の登録が必要です。 

JBN資格証をお持ちでない方は、受講費用とは別に資格証発行料 3,000円（税別）が必要となります。 

資格証の登録申し込みを頂きますと、資格証と一緒に請求書をお送り致します。登録申請方法は講習会

当日にご説明致します。 

②JBN省令準耐火仕様の受講者が退職した場合又は JBNを退会した場合、本仕様の利用資格がなくなりま

す。 

 

JBN省令準耐火構造 利用条件概要 

①本講習会を受講し、JBN資格証に受講履歴を登録 

②「住宅履歴（いえもり・かるて）」に物件登録 

③契約図書に専用の特記仕様を使用 



 

「JBN省令準耐火構造利用講習会」 

 受講申込書 
 

  

JBN会員番号 
 

会社名 
 

受講者名 

新規の方（□郵送  □メール）   再受講の方（□郵送  □メール） 

新規の方は回答ください。 JBN資格証の有無  □有   □無  

①名前 

Mailアドレス 

新規の方（□郵送  □メール）   再受講の方（□郵送  □メール） 

新規の方は回答ください。 JBN資格証の有無  □有   □無  

②名前 

Mailアドレス 

新規の方（□郵送  □メール）   再受講の方（□郵送  □メール） 

新規の方は回答ください。 JBN資格証の有無  □有   □無  

③名前 

Mailアドレス 

新規の方（□郵送  □メール）   再受講の方（□郵送  □メール） 

新規の方は回答ください。 JBN資格証の有無  □有   □無  

④名前 

Mailアドレス 

注） ・開催日の 1週間前までにお申込みください。間際の申込みですとテキストが間に合わない場合があります。 

     ・JBN資格証の再発行を希望する方は、JBN事務局までお問い合わせください。 

（紛失などによる JBN資格証の再発行 1,500円（税別）） 

     ・受講履歴（新規または更新）が不明な方は、JBN事務局（TEL：03-5540-6678）までお問い合わせ下さい。 

 

一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会 行 

 （ＦＡＸ番号） 03-5540-6679 

 

 


